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Ｉ
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内
部
格
付
手
法
の
採
用
希
望
行
に
影
響
度
調
査
を
実
施
へ�

調
査
結
果
は
所
要
自
己
資
本
の
最
終
調
整
に
も
反
映�

金
融
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国
際
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白
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国
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課
係
長
　
　

三
輪
　
純
平�

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
は
昨
年
六
月
、
国
際
業
務
を
行
っ
て
い
る
銀
行
の
自

己
資
本
比
率
の
計
算
方
法
を
見
直
す
新
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
最
終
案
を
公
表
し
、
各
国
監

督
当
局
は
現
在
、
〇
六
年
末
か
ら
の
実
施
に
向
け
て
（
日
本
は
〇
七
年
三
月
期
か

ら
）
国
内
規
制
の
見
直
し
作
業
を
進
め
て
い
る
。
金
融
庁
は
、
新
し
い
自
己
資
本

比
率
算
定
式
を
最
終
決
定
す
る
規
制
実
施
前
の
「
予
備
計
算
」
に
入
る
前
に
、
こ

の
三
月
期
以
降
国
内
影
響
度
調
査
を
実
施
す
る
。
い
わ
ば
新
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
の
ト
ラ

イ
ア
ル
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
調
査
の
目
的
と
意
義
を
確
認
す
る

と
と
も
に
各
国
の
動
向
お
よ
び
新
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
へ
の
批
判
的
見
解
を
紹
介
す
る
。�

最
終
数
値
は

予
備
計
算
に
基
づ
き
決
定

昨
年
六
月
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督

委
員
会
（
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
）
は
国

際
的
に
活
動
す
る
銀
行
の
自
己
資
本

比
率
の
計
算
方
法
を
見
直
す
新
Ｂ
Ｉ

Ｓ
規
制
最
終
案
を
公
表
し
た
。
現

在
、
各
国
当
局
は
、
そ
の
〇
六
年
末

以
降
の
実
施
に
向
け
て
、
国
内
規
制

の
見
直
し
作
業
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
金
融
庁
は
、
銀
行
法
に
基
づ
く

告
示
の
改
正
素
案
を
昨
年
一
〇
月
に

公
表
し
、
現
在
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン

ト
を
ふ
ま
え
た
改
訂
版
を
再
度
公
表

す
べ
く
準
備
中
で
あ
る
。

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
現
行
Ｂ
Ｉ
Ｓ

規
制
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
グ
ロ
ー

バ
ル
に
み
た
平
均
的
な
所
要
自
己
資

本
の
水
準
を
現
行
規
制
と
お
お
む
ね

同
じ
水
準
に
す
る
と
い
う
目
標
を
明

ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
新

規
制
案
が
銀
行
の
所
要
自
己
資
本
に

与
え
る
影
響
は
、
そ
の
検
討
過
程
に

お
い
て
常
に
考
慮
す
べ
き
重
要
な
事

項
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
見
直
し
の
結
果
、
信
用

リ
ス
ク
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
な

ど
銀
行
の
内
部
管
理
の
手
法
や
行
内

デ
ー
タ
を
活
用
し
て
所
要
自
己
資
本

を
計
算
す
る
先
進
的
な
手
法
も
容
認

す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
新
規
制

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
新
し
い
自
己
資
本
比
率
算
定
式
の
分
母
の
ス
ケ
ー
リ
ン
グ
・
フ
ァ
ク
タ
ー
（
掛
け
目
）
を
、
本
格

実
施
前
の
予
備
計
算
に
基
づ
い
て
最
終
決
定
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
各
国
と
も
早
期
に
新
規
制
の
影
響
を
把
握

す
る
必
要
か
ら
、
予
備
計
算
に
入
る
前
に
自
主
的
に
定
量
的
影
響
度
調
査
を
実
施
す
る
方
向
で
動
い
て
い
る
。
わ
が
国

も
内
部
格
付
手
法
の
採
用
を
希
望
す
る
金
融
機
関
に
対
象
を
限
定
し
て
、
〇
五
年
三
月
期
以
降
、
国
内
影
響
度
調
査
を

実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
く
に
継
続
協
議
案
件
の
内
容
が
固
ま
る
〇
五
年
九
月
期
の
デ
ー
タ
は
、
所
要
自
己
資
本
の

最
終
調
整
に
と
っ
て
重
要
な
材
料
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
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【特集】新ＢＩＳ規制トライアル�

�国際比較調査にみるリスク管理の潮流�
邦銀の内部格付手法は世界の趨勢から遅れる�
�

リ
ス
ク
管
理
体
制
の
強
化

今
回
の
調
査
に
お
い
て
は
、
全
世

界
か
ら
一
六
二
の
金
融
機
関
（
北
米

二
八
、
南
米
四
三
、
欧
州
四
一
、
ア

ジ
ア
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
五
〇
）
の
参
加

が
あ
り
（
第
１
表
）、
そ
の
う
ち
わ

が
国
か
ら
の
参
加
は
三
七
機
関
で
あ

っ
た
。
内
訳
は
「
大
手
金
融
機
関
」

一
三
（
信
託
銀
行
二
、
政
府
系
等

四
、
金
融
持
株
会
社
等
七
）、「
地
域

金
融
機
関
」
二
四
で
あ
る
。

リ
ス
ク
管
理
の
方
向
性
と
し
て

は
、
第
一
に
、
組
織
の
最
上
位
が
責

任
を
負
う
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

リ
ス
ク
管
理
に
対
す
る
最
終
的
な
責

任
は
「
取
締
役
会
」
も
し
く
は
「
取

締
役
レ
ベ
ル
で
構
成
さ
れ
る
リ
ス
ク

管
理
委
員
会
」
に
お
く
と
の
回
答

が
、
世
界
全
体
で
は
合
わ
せ
て
五
九

％
、
国
内
の
金
融
機
関
全
体
で
は
七

五
％
と
な
っ
て
い
る
（
第
１
図
）。

第
二
に
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（
最
高
リ
ス
ク

管
理
責
任
者
）
を
設
置
す
る
金
融
機

関
が
増
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
わ
が

国
の
金
融
機
関
は
約
四
〇
％
が
Ｃ
Ｒ

Ｏ
ま
た
は
そ
れ
と
同
等
の
役
職
を
設

置
し
て
お
ら
ず
、
世
界
の
潮
流
か
ら

遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
リ
ス
ク
管
理
の
集
中
と

分
散
（
リ
ス
ク
タ
イ
プ
別
・
事
業
部

門
レ
ベ
ル
・
地
域
レ
ベ
ル
）
を
組
み

合
わ
せ
た
手
法
が
ま
す
ま
す
影
響
力

を
増
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
わ
が
国

の
地
域
金
融
機
関
に
お
い
て
は
集
中

化
が
二
五
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

リ
ス
ク
管
理
の
統
合
状
況

リ
ス
ク
管
理
の
統
合
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）

は
企
業
の
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
結
果
か
ら
は
真
に
統
合

さ
れ
た
企
業
規
模
で
の
リ
ス
ク
管
理

を
達
成
す
る
た
め
に
、
さ
ら
な
る
取

組
み
や
リ
ソ
ー
ス
投
入
が
必
要
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
第
２

図
）。
リ
ス
ク
統
合
に
向
け
た
優
先

順
位
と
し
て
、
リ
ス
ク
タ
イ
プ
を
ま

た
ぐ
統
合
に
つ
い
て
五
〇
％
が
優
先

順
位
が
高
い
と
し
て
お
り
、
す
で
に

機
能
を
有
し
て
い
る
と
の
回
答
は
一

四
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

新
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
に
背
中
を
押
さ
れ
る
形
で
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
管
理
の
流
れ
が
加
速
し
て
い
る
。
当
面
は
規
制
対

応
が
優
先
さ
れ
る
が
、
そ
の
先
を
見
据
え
た
リ
ス
ク
管
理
の
潮
流
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
デ
ロ
イ
ト
・
ト
ウ
シ

ュ
・
ト
ー
マ
ツ
で
は
昨
年“

G
lo
b
a
lR
is
k
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
u
rve
y
”

を
実
施
し
た
。
こ
の
調
査
は
二
年

に
一
度
全
世
界
の
金
融
機
関
を
対
象
に
実
施
し
、
今
回
で
四
回
目
を
数
え
る
。

〔第１表〕 調査参加金融機関（世界）内訳

参加金融機関（世界）
１６２

アジア
パシフ
ィック
５０

１６％

６４
１０
１０

欧州
４１

２０％

２９
３４
１７

南米
４３

７％

５６
３５
２

北米
２８

４９％

２９
１８
４

投資銀行および
その他
商業銀行
総合金融機関
リテールバンク
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形
骸
化
が
進
む 

自
己
資
本
の
意
味

　

現
行
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
が
公
表
さ
れ

た
八
八
年
当
時
、
日
本
の
大
銀
行
は

世
界
一
〇
大
銀
行
の
上
位
を
軒
並
み

占
め
て
い
た
。
バ
ブ
ル
の
絶
頂
期
に

あ
っ
た
日
本
の
銀
行
は
、
資
産
高
騰

で
得
た
資
金
と
国
際
金
融
市
場
で
の

調
達
資
金
を
原
資
と
し
て
、
薄
い
利

ザ
ヤ
で
国
際
金
融
・
資
本
市
場
で
の

運
用
を
伸
ば
し
て
い
た
。

　

脅
威
を
感
じ
た
欧
米
の
金
融
界

は
、
日
本
の
銀
行
が
自
己
資
本
が
少

な
い
ま
ま
、
外
部
資
金
に
依
存
し
て

貸
出
を
伸
ば
し
て
い
る
こ
と
に
目
を

つ
け
、
国
際
金
融
市
場
の
安
全
性
維

持
と
称
し
て
、
貸
出
な
ど
リ
ス
ク
資

産
の
上
限
を
自
己
資
本
の
一
二
・
五

倍
（
自
己
資
本
比
率
八
％
）
に
制
限

す
べ
き
だ
と
言
い
出
し
た
。
こ
れ
が

欧
米
主
要
国
の
中
央
銀
行
主
導
で
導

入
さ
れ
た
現
行
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
で
あ

る
。

　

日
本
の
銀
行
は
一
斉
に
反
発
し
た

が
、
当
時
は
バ
ブ
ル
の
絶
頂
期
で
あ

る
。
保
有
株
式
含
み
益
の
四
五
％
が

T
ier

自
己
資
本
の 
   Ⅱ

に
算
入
で
き

る
と
い
う
妥
協
案
が
出
る
に
至
り
、

受
入
れ
に
同
意
し
た
。
し
か
し
日
本

の
大
誤
算
は
、
そ
の
直
後
に
バ
ブ
ル

が
崩
壊
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

銀
行
保
有
株
式
の
含
み
益
が
消

え
、
ま
た
日
本
で
も
銀
行
の
株
式
保

有
制
限
の
導
入
が
始
ま
る
と
、
有
価

証
券
含
み
益
の
四
五
％
だ
け
で
は
救

い
に
な
ら
な
い
。
九
〇
年
に
は
劣
後

債
が
、
九
八
年
に
は
、
土
地
な
ど
の

T
ier

含
み
益
の
四
五
％
が 
   Ⅱ

に
算

入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に

九
九
年
三
月
期
か
ら
は
、
税
効
果
会

計
の
導
入
に
よ
っ
て
、「
繰
延
税
金

T
ier

資
産
」
を 
   Ⅰ

に
含
め
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
。
自
己
資
本
が
監
査

法
人
の
判
断
し
だ
い
で
変
わ
る
う

え
、
倒
産
す
る
と
こ
の
部
分
が
ゼ
ロ

に
な
っ
て
役
に
立
た
な
い
こ
と
に
な

っ
た
。

　

そ
し
て
極
め
付
き
は
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規

制
が
守
れ
な
く
な
っ
た
銀
行
に
公
的

資
本
が
注
入
さ
れ
始
め
た
こ
と
で
あ

る
。
規
制
を
守
ら
せ
る
た
め
に
、
規

制
が
守
れ
な
く
な
っ
た
銀
行
に
公
的

資
本
を
注
入
し
て
守
れ
る
よ
う
に
し
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Ｓ
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Ｉ
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規
制
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ラ
イ
ア
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行
政
は
開
示
推
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に
よ
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市
場
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に
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点
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前
衆
議
院
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銀
行
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鈴
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淑
夫�

〈
要
旨
〉
〇
六
年
末
か
ら
適
用
さ
れ

る
国
際
決
済
銀
行
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
の
新

し
い
自
己
資
本
比
率
規
制
（
新
Ｂ
Ｉ

Ｓ
規
制
）
は
、
リ
ス
ク
の
評
価
が
精

緻
化
さ
れ
て
い
る
が
、
現
行
規
制
の

問
題
点
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
る
。

形
骸
化
し
た
自
己
資
本
の
定
義
は
変

わ
ら
な
い
し
、
個
々
の
資
産
リ
ス
ク

の
相
関
関
係
に
依
存
す
る
経
営
全
体

の
リ
ス
ク
を
み
て
い
な
い
。
過
度
の

貸
出
抑
制
と
国
債
保
有
促
進
の
効
果

も
残
っ
て
い
る
。
リ
ス
ク
評
価
の
精

緻
化
が
、
過
剰
介
入
行
政
を
招
く
危

険
性
も
あ
る
。
新
規
制
の
適
用
に
あ

た
っ
て
は
、
開
示
推
奨
に
よ
る
市
場

規
律
の
強
化
に
重
点
を
お
く
べ
き

だ
。
国
内
銀
行
へ
の
適
用
は
や
め
た

ほ
う
が
よ
い
。




